
個人情報保護制度の運用状況 

                     令和 2年 8月 11 日 

奈良県市町村総合事務組合管理者 

 奈良県市町村総合事務組合個人情報保護条例第 30 条の規定により、令和元年

度における同条例の運用状況を次のとおり公表します。 

（１）個人情報の開示、訂正、削除および中止の請求状況 

  開示等の請求は、ありませんでした。 

（２）不服申立の請求状況 

  開示決定等に対する不服申立は、ありませんでした。 

（３）個人情報取扱事務の外部委託並びに目的外利用及び外部提供の状況 

  個人情報取扱事務の外部委託等は、ありませんでした。 


